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税の申告準備できていますか？
　令和 6年２月・３月に税の申告相談を行います。ご準備をお願いいたし
ます。
　もし申告が必要な方が申告しないと、町県民税の各種所得控除が受け
られない場合があるほか、所得課税証明書も交付できません。また、国
民健康保険税や各種手続きにおける軽減・減免の判定もできません。

▶マイナンバーカードをお持ちください
申告書への押印は不要です。マイナンバーカード（お持ちでない方は通知カード及び本人確認できる書類）を必ず
ご持参ください。

▶漁業・農業従事者、個人事業者（お店等）は帳簿の作成が必須です※当日は収支内訳書と併せてご持参ください
給与を渡している場合は、金額と支払った方のお名前・ご住所がわかるようにしてください｡
帳簿の書き方等及び収支内訳書は役場税務課および由岐支所にあります。経費を計上する場合は領収書 ･レシート
等が必須です。

▶�医療費の領収書およびレシートは、人ごと・病院ごとに分けてください
令和5年１月１日～令和5年12月31日の領収印が押されているものに限ります。
�領収書の他に、医療保険者が交付する“医療費の明細書”も対象となりましたの
でご活用ください。
セルフメディケーション税制と、従来の医療費控除は同時に利用ができません。
詳しくは国税庁HP、対象医療品目は厚生労働省HPをご覧ください。

▶特別養護老人ホーム（指定介護老人福祉施設等）が発行する領収書には医療費控除の対象となる金額の記載が必要
です
��記載がない場合は、控除を受けられない場合があります。利用している施設へ医療費控除の対象となる金額がある
か、確認してください。

▶�年金収入のみの方も、扶養親族の申告をしていない方は申告する必要があります
公的年金等の源泉徴収票を今一度ご確認ください。ねんきん定期便、年金の振込通知書は申告に使いません。

▶必ず原本の保管・提出をしてください
��源泉徴収票、各所保険の控除証明書、領収書、配当株式等の源泉徴収票等、還付先口座確認の際の通帳やキャッシュ
カード。�誤って紛失された方は、交付元機関等へ至急再発行の申請を行ってください。

●申告での注意点

国税庁HP 厚生労働省HP

　令和 6年１月１日現在、美波町に住所を有する人のうち、16歳以上の方。（被扶養者である高校生や大学生も含む）

●申告が必要な方

●次のいずれかに該当する方は申告の必要はありません。
▶既に令和 5年分の所得税（国税）の確定申告書を提出した方（自身で阿南税務署申告会場にて申告する方、
e-Tax 又は郵送で確定申告書の送付を行う方）
▶�令和 5年分の収入が給与だけで、お勤め先が１ヵ所のみであり、勤務先から美波町へ年末調整済の給与支払報
告書が提出されている方
▶�令和5年分の収入が公的年金だけで、収入額が400万円未満であり、支払者から美波町へ公的年金等支払報告
書が提出されている人のうち、各種控除（社会保険料、生命保険料、寡婦控除、扶養控除等）を受けない方

▶インボイス制度開始に伴う消費税の申告は阿南税務署へご相談ください。
▶青色申告を行う方 ･消費税 ･譲渡所得 ･山林所得 ･贈与税は阿南税務署へ申告してください
美波町の申告会場ではお取り扱いできません。また、書類の配送付や受付も行っておりません。

▶日程 ･場所は、広報みなみ１月号、回覧板等でご案内いたします

●美波町での申告

阿南労働基準監督署☎ 0884-22-0890

年末年始無災害運動～健康と安全で幸せつなぐ年末年始～i

【期間：令和５年 12月１日〜令和６年１月 15日】
　年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎えることができるよう、みんなで力を合わせて無事に一年を締めく
くりましょう！�
●阿南労働基準監督署管内の令和５年における休業４日以上の死傷者数は 96人（令和５年 10月末累計）となっ
ており、前年同期の 139人と比較して 43人減少しております。また、死亡者数は前年の３人に対し、本年は
０人となっています。
●令和５年の死傷者数のうち事故の型別では、新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除くと、『転倒』
が最も多く発生しており、次いで『はさまれ・巻き込まれ』、『墜落・転落』となっています。
●年末年始は何かとあわただしく、通常作業に加え災害が発生しやすい非定常作業等も増えることから、安全衛生
活動を一層推進するため、年末年始無災害運動を下記により取り組みましょう。
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【事故の型別】
労働災害による死傷者数割合（令和５年10月末累計）

①経営トップの参加の下に職場の安全衛生パトロールを実施するなど、職場内における安全衛生活動の総
点検を実施すること
②事故の型別で多数発生している『転倒』『はさまれ・巻き込まれ』『墜落・転落』災害防止対策を徹底す
ること
③不安全行動による災害を防止するため、危険軽視の行動を見逃さない職場風土づくりを推進すること
④「危険予知活動」、「ヒヤリハット運動」、「ひと声かけあい運動」等の安全衛生活動を積極的に実施すること
⑤機械設備に係る一斉検査および作業前点検を実施すること
⑥年末時期の大掃除等を契機とした５Ｓを徹底すること
⑦年始時期の作業再開時の安全確認を徹底すること
⑧冬季特有のスリップ事故等の交通労働災害防止対策を推進すること
⑨火気の点検、確認など火気管理を徹底すること
⑩新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等の感染症拡大防止対策を徹底すること


